
 

 

 
 
 
 
 

「新たな外国人技能実習制度と雇用管理セミナー」の開催について 
 

 

平成２９年１１月１日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す

る法律」が施行され、外国人技能実習制度が改正されることから、新たな外国人技能実習

制度の概要と雇用管理に係るセミナーを下記のとおり開催します。 

 

 

記 
 
 

１．日 時  平成２９年１０月２７日（金） １３時３０分～１６時３０分 

 

２．会 場  ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 ３階 鳳の間 

       石川県金沢市昭和町１６−３ 

 

３．講 演 

  （１）新たな外国人技能実習制度の概要について 

（２）新法施行に伴う基準の強化について 

（３）外国人実習生の労働条件の確保について 

（４）外国人労働者の雇用管理について 

（５）外国人技能実習に係る実技講習支援について 

 

４．対象者 

  外国人技能実習生を受け入れている事業所及び監理団体 

 

５．主催 

石川県・石川労働局・石川県職業能力開発協会 

 

石 川 県 発 表 

平成２９年１０月２４日(火) 
担 

 

当 
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